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10号 永平寺町議会だより　(2)

　平成20年第２回定例会は３月４日から21日までの18日間、開催されました。�
　新町３年目の当初予算であり「永平寺町振興計画」に基づいた予算となっています。予算特別委員会、
各常任委員会に付託し、慎重かつ十分な審議を行いました。�
　今後は、町の重要課題に対し、町民皆様の意向を尊重、反映し、合併して良かった、住んでいて良か
ったと言えるように、議会も精一杯頑張る所存でございます。�
　審議内容は、承認１件、補正予算７件、平成20年度予算10件、条例の制定３件、条例の一部改正等10
件、町道の認定１件、永平寺町教育委員会委員の任命の同意、永平寺町人権擁護委員の推薦は適任とさ
れました。�
　詳しくは、次のとおりです。�

議長　上田　　誠�

承認第２号�福井県市町総合事務組合規約の変更および財産処分についての専決処分の承認について� 承　　認�

議案第５号�平成19年度永平寺町一般会計補正予算について� 可　　決�

議案第６号�平成19年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第７号�平成19年度永平寺町老人保健事業特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第８号�平成19年度永平寺町介護保険特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第９号�平成19年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第10号�平成19年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第11号�平成19年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算について� 可　　決�

議案第12号�平成20年度永平寺町一般会計予算について� 可　　決�

議案第13号�平成20年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第14号�平成20年度永平寺町後期高齢者据療特別会計予算について� 可　　決�

議案第15号�平成20年度永平寺町老人保健事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第16号�平成20年度永平寺町介護保険特別会計予算について� 可　　決�

議案第17号�平成20年度永平寺町簡易水道事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第18号�平成20年度永平寺町下水道事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第19号�平成20年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第20号�平成20年度永平寺町土地開発事業特別会計予算について� 可　　決�

議案第21号�平成20年度永平寺町上水道事業会計予算について� 可　　決�

議案第22号�永平寺町すこやか子育て支援基金条例の制定について� 可　　決�

議案第23号�永平寺町土地開発事業財政調整基金条例の制定について� 可　　決�

議案第24号�永平寺町後期高齢者医療に関する条例の制定について� 可　　決�

議案第25号�地方公務員育児休業等に開する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について� 可　　決�

議案第26号�永平寺町職員の特殊勤務手当に開する条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第27号�永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第28号�永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第29号�永平寺町乳幼児医療費助成に開する条例の一部を改正する条例について� 可　　決�

議案第30号�永平寺町高齢者福祉基金条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第31号�永平寺町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第32号�永平寺町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について� 可　　決�

議案第33号�福井県自治会館附合規約の変更について� 可　　決�

議案第34号�福井県後期高齢者医療広域連合規約の変更について� 可　　決�

議案第35号�町道の認定について� 認　　定�

議案第36号�永平寺町教育委員会委員の任命同意について� 同　　意�

諮問第１号�永平寺町人権擁護委員候補者の推薦について� 適　　任�
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総務費�
公共施設駐車場身障者マーク設置工事� 683�
「気軽に散策・えいへいじ｣巡り事業� 213�
自主防災組織活動費補助金� 1,740�
永平寺口駅周辺整備計画委託料� 4,000�
永平寺町宣伝大使事業� 224�
地方公営企業等金融機構への出資金� 1,800�
町有地不動産鑑定登記業務委託� 1,488�
ICカード標準システム� 1,299�
民生費�
輝く女性永平寺会議事業� 142�
後期高齢者医療特別会計繰出金� 53,189�
環境教育・環境学習推進事業� 149�
地域活動支援センター事業� 2,866�
永寿苑屋外トイレ設置工事� 4,000�
元気長生き健康づくり推進事業� 6,969�
親子でふれあい子育て支援事業� 1,183�
農林水産業費�
ふるさと福井の味探検フエアー実施事業� 400�
明るい地域農業を支える担い手条件整備事業� 18,292�
いきいき女性熟年農業者活動支援事業補助金� 2,300�
競争力のある米産地育成事業補助金� 4,060�
地域担い手育成支援協議会補助金� 250�
地域農業サポート事業補助金� 900�
水土里情報利活用促進事業業務委託� 4,600�
農林漁村活性化プロジェクト支援交付金事業� 1,750�
美しい森林景観再生事業委託� 1,200�
桜の里づくり推進事業� 530

商工費�
観光地周遊バス運行事業負担金� 2,312�
輝く永平寺町魅力体験事業� 900�
大学生・父母との情報発信・交流事業� 550�
土木費�
神明地区水源調査委託� 1,491�
町道五領93号線道路改良工事測量設計業務委託� 3,562�
町道光明寺１号線道路改良工事� 58,500�
町道光明寺１号線道路改良工事用地取得� 3,300�
洪水ハザードマップ作成業務委託� 11,907�
都市計画マスタープラン策定業務委託� 4,890�
木造住宅耐震改修促進事業補助金� 3,000�
松岡公園整備基本構想策定業務� 1,640�
教育費�
特別支援教育支援員配置事業� 15,868�
松岡小学校屋内運動場建設実施計画事業� 18,505�
「確かな｣学力の育成支援事業� 2,800�
学校元気創造事業� 3,720�
みんなで作る楽しい学校農園事業� 800�
地域の子ども育成事業� 540�
図書館(永平寺館)移設工事設計委託� 2,494�
早寝・早起き・朝ごはん推進事業� 2,830�
消防費�
消防団車両整備事業� 19,500�
消防団松岡西部消防施設整備工事� 6,500�
防火衣整備費� 5,520

★平成20年度一般会計当初予算新規事業の内容★� （単位:千円）�★平成20年度一般会計当初予算新規事業の内容★�

　３月５日に開催された定例議会に平成19年度補
正予算、および平成20年度当初予算が上程され、
当委員会に付託されました、一般会計当初予算、
80億3060万円（前年度比0.3％増）・特別会計予算、
45億5906万円（前年度比30.0％減）および企業会
計予算、３億9708万円（前年度比10.8％増）で予
算の総合計金額は、129億8735万円（前年度比
12.7％減）でありましたが、13日、14日、17日の
３日間各委員が充分なる質疑を交わし、採決の結
果いづれも可決いたしました。�
　松本町政にとって、２年間はソフト面での予算
付けであったが、３年目に来て「永平寺町振興計
画」を基本として中期財政計画、実施計画に基づ
いた、三地域の均等ある発展と全ての町民が行政
サービスを受けられる「質の高い暮らし」が実感
できることを基本とした、予算配分の編成になっ
ております。�
　特に、目指しております道路網の整備、松岡小
学校の体育館の建設、永平寺口駅周辺整備事業と
京福永平寺線跡地の活用、ＰＦＩ事業による上志
比地区での温浴施設など、設計段階での取り組み、
また安心して暮らせるまちづくり、環境保全や循
環型社会づくり、そして教育・福祉の向上や子育

てしやすい環境の整備、健康づくり等、やさしさ
やぬくもりのある予算内容で新規事業は左記の47
件であります。�
　また、「健全な行政運営」を進めるために行政
改革推進室を設置し、事務事業の見直しや、職員
定員の適正化、また「財政健全化」においては、
高い金利から低い金利への「借り換え」や「繰上
げ償還」による公債費負担の適正化、また業者へ
の民間委託等を議会と行政が一体となり行財政改
革に取り組みを進めております。議会といたしま
しても行財政改革については、最小の経費で最大
の効果を基本とした、町民の立場に立って行政に
積極的なる進言をし、他市町に負けない永平寺町
にしてまいります。�

委員長　伊藤　博夫�
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�1,985,968�1,976,487� 0.5％�
� 95,700� 96,000�△0.3％�
� 15,300� 13,000� 17.7％�
� 13,000� 8,000� 62.5％�
� 4,800� 6,000�△20.0％�
� 172,900� 185,000�△6.5％�
� 47,400� 50,000�△5.2％�
� 21,000� 21,000� 0.0％�
�3,541,000�3,390,000� 4.5％�
� 3,100� 3,438�△9.7％�
� 122,903� 144,361�△14.9％�
� 86,057� 84,194� 2.2％�
� 385,461� 326,001� 18.2％�
� 567,195� 529,126� 7.2％�
� 16,355� 11,561� 41.5％�
� 2� 3�△33.3％�
� 279,977� 379,650�△26.7％�
� 70,000� 70,000� 0.0％�
� 173,082� 206,344�△16.1％�
� 429,400� 503,300�△14.7％�
�8,030,600�8,003,465� 0.3％�

町 税 �
地 方 譲 与 税 �
利 子 割 交 付 税 �
配 当 割 交 付 税 �
株式等譲渡所得割交付税�
自動車取得税交付税�
地方消費税交付金�
地方特別交付税�
地 方 交 付 税 �
交通安全対策特別交付金�
分坦金及び負担金�
使用料及び手数料�
国 庫 支 出 金 �
県 支 出 金 �
財 産 収 入 �
寄 附 金 �
繰 入 金 �
繰 越 金 �
諸 収 入 �
町 債 �
歳 入 合 計 金 額 �

款� 本年度予算�前年度予算�比　較�
（単位：千円）�

� 102,084� 103,782�△1.6％�
�1,019,747�1,076,043�△5.2％�
�2,064,315�1,909,516� 8.1％�
� 570,591� 599,338�△4.8％�
� 53,565� 64,855�△17.4％�
� 545,959� 598,742�△9.8％�
� 181,034� 205,230�△11.8％�
�1,140,329�1,157,430�△1.5％�
� 374,154� 377,683�△0.9％�
� 961,864� 890,337� 8.0％�
�1,013,958�1,017,509�△0.3％�
� 3,000� 3,000� 0.0％�
�
�
�
�
�
�
�
�
8,030,600　8,003,465　　0.3％�

議 会 費 �
総 務 費 �
民 生 費 �
衛 生 費 �
労 働 費 �
農 林 水 産 業 費 �
商 工 費 �
土 木 費 �
消 防 費 �
教 育 費 �
公 債 費 �
予 備 費 �
�
�
�
�
�
�
�
�
歳 出 合 計 金 額 �

款� 本年度予算�前年度予算�比　較�
（単位：千円）�

�� 前年度当初予算� 本年度当初予算� 比　　較� 比較率�

一般会計�� 8,003,465� 8,030,600� 27,135� 0.3％�

特別会計�� 6,510,019� 4,559,668� △1,950,351� △30.0％�

� 国 民 健 康 保 険 事 業� 1,598,259� 1,546,000� △52,259� △3.3％�

� 後 期 高 齢 者 医 療� 0� 194,683� 194,683� 194.7％�

� 老　人　保　健　事　業� 2,319,857� 267,008� △2,052,849� △88.5％�

� 介　　 護　　 保　　 険 � 1,344,131� 1,454,571� 110,440� 8.2％�

� 簡　易　水　道　事　業� 187,915� 181,072� △6,843� △3.6％�

� 下　 水　 道　 事　 業� 724,681� 674,470� △50,211� △6.9％�

� 農 業 集 落 排 水 事 業� 234,123� 189,135� △44,988� △19.2％�

� 土　地　開　発　事　業� 101,053� 52,729� △48,324� △47.8％�

企業会計� 上　 水　 道　 事　 業� 358,275� 397,087� 38,812� 10.8％�

合　　計�� 14,871,759� 12,987,355� △1,884,404� △12.7％�

★平成20年度当初予算★� 単位:千円�

�� 前年度当初予算� 12月末予算額� ３月補正予算� 補正後予算�

一般会計�� 8,003,465� 8,618,534� △57,049� 8,561,485�

特別会計�� 6,510,019� 6,953,059� △23,698� 6,929,361�

� 国 民 健 康 保 険 事 業� 1,598,259� 1,690,384� △5,765� 1,684,619�

� 老　人　保　健　事　業� 2,319,857� 2,345,798� 0� 2,345,798�

� 介　　 護　　 保　　 険 � 1,344,131� 1,437,963� 0� 1,437,963�

� 簡　易　水　道　事　業� 187,915� 193,444�� 193,444�

� 下　 水　 道　 事　 業� 724,681� 931,154� △6,314� 924,840�

� 農 業 集 落 排 水 事 業� 234,123� 253,263� △2,658� 250,605�

� 土　地　開　発　事　業� 101,053� 101,053� △8,961� 92,092�

企業会計� 上　 水　 道　 事　 業� 358,275� 358,683�� 358,683�

合　　計�� 14,871,759� 15,930,276� △80,747� 15,849,529

★平成19年度３月補正予算★� 単位:千円�
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れ
を
一
回
当
た
り
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
で
、
実
際
に
救
急
業
務
あ
る
い
は

火
災
業
務
等
に
従
事
し
た
場
合
に
支
給
す
る

と
説
明
を
う
け
た
…
…
…
全
会
一
致
で
可
決�

�

◆
議
案
第
二
十
七
号�

　
永
平
寺
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て�

　
平
成
二
十
年
十
月
か
ら
世
帯
内
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
七
五

才
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主
で
あ
っ
て
、
年
金

の
年
額
が
十
八
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し

て
い
る
者
を
対
象
者
と
し
て
年
金
か
ら
特
別

徴
収
を
す
る
も
の
と
説
明
を
受
け
た�

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
全
会
一
致
で
可
決�

�
◆
議
案
第
三
十
二
号�

　
永
平
寺
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
服

務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て�

　
消
防
団
の
再
編
に
絡
み
、
第
二
条
中
、
消

防
団
員
の
定
数
に
つ
き
ま
し
て
、
現
行
二
七

八
人
を
現
在
の
実
員
数
二
四
四
人
に
か
ん
が

み
て
、
十
八
人
減
じ
て
二
六
〇
人
体
制
と
す

る
と
説
明
を
う
け
た
…
…
全
会
一
致
で
可
決�

�

◆
議
案
第
三
十
三
号�

　
福
井
県
自
治
会
館
組
合
規
約
の
変
更
に
つ

い
て�

　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で

吏
員
と
い
う
名
称
で
つ
か
っ
て
い
た
が
職
員

と
い
う
名
称
に
統
一
す
る
。
ま
た
組
合
に
会

計
管
理
者
を
置
く
内
容
と
説
明
を
受
け
た�

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
全
会
一
致
で
可
決�

総
務
常
任
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
渡
辺
　
善
春�

教
育
民
生
常
任
委
員
会
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
元
　
直
栄�

　
当
常
任
委
員
会
は
、
三
月
十
九
日
開
催
さ
れ
、
今
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い

る
案
件
に
つ
い
て
審
議
し
た
。�
�

◆
議
案
第
二
十
二
号
　
町
す
こ
や
か
子
育
て
支
援
基
金
条
例
の
制
定
は
、
町

民
か
ら
の
一
千
万
円
の
寄
付
を
基
金
と
し
て
、
町
内
の
幼
児
に
ブ
ッ
ク
ス
タ

ー
ト
と
し
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
行
う
事
業
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
、
全

員
一
致
で
認
め
る
と
し
ま
し
た
。�

�

◆
議
案
第
二
十
四
号
　
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
制
定
で
は
、

制
度
実
施
に
と
も
な
う
町
が
行
う
べ
き
事
務
を
定
め
た
も
の
で
、
低
年
金
者

等
へ
保
険
料
の
普
及
徴
収
等
が
示
さ
れ
て
お
り
、
附
則
で
は
被
用
者
保
険
の

扶
養
者
へ
の
徴
収
の
特
例
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
町
の
報
告
で
は
、
受
給
者
証
が
薄
く
て
わ
か
ら
な
い
な
ど
の
声
が
あ
り
、

新
聞
折
り
込
み
等
で
周
知
中
と
の
こ
と
。�

　
質
疑
で
は
、
四
月
か
ら
の
実
施
だ
が
、
受
給
証
を
持
っ
て
行
か
な
い
病
院

で
の
対
応
。
未
納
者
へ
の
資
格
証
の
発
行
判
断
は
、
広
域
連
合
で
行
う
こ
と

へ
の
疑
問
も
。
七
十
五
歳
以
上
の
人
で
新
た
に
負
担
が
生
ず
る
人
々
の
負
担

総
金
額
等
へ
の
質
問
が
出
さ
れ
、
委

員
会
と
し
て
は
認
め
る
と
し
た
。�

�

◆
議
案
第
二
十
八
号
　
国
民
健
康
保

険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
で
は
、
児
童
の
医
療
費
負
担
を

三
歳
ま
で
二
割
負
担
だ
っ
た
も
の
を
、

六
歳
ま
で
拡
充
す
る
。
葬
祭
費
を
三

万
円
か
ら
五
万
円
と
す
る
も
の
で
全

員
一
致
で
認
め
る
と
し
た
。�

�

◆
議
案
第
二
十
九
号
　
町
乳
幼
児
医

療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
の
改
定
で

は
、
こ
れ
ま
で
六
歳
ま
で
無
料
だ
っ

た
医
療
費
を
子
育
て
支
援
の
一
貫
と

し
て
、
六
月
一
日
か
ら
本
町
独
自
に

九
歳
ま
で
無
料
化
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
認
め
る
と
し
た
。�



(13)　永平寺町議会だより 10号

産
業
建
設
常
任
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
委
員
長
　
宮
塚
　
幹
雄�

　
二
十
年
三
月
定
例
議
会
の
案
件
は
、
議
案

第
二
十
三
号
及
び
三
十
五
号
の
二
件
で
し
た
。

出
席
は
、
委
員
全
六
名
と
町
長
は
じ
め
各
所

管
の
課
長
で
行
わ
れ
ま
し
た
。�

�

◆
議
案
第
二
十
三
号�

　
永
平
寺
町
土
地
開
発
事
業
財
政
調
整
基
金

の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て�

〔
説
明
〕�

　
建
設
課
事
業
（
上
志
比
栗
住
波
地
区
宅
地

分
譲
）
農
林
課
（
吉
野
地
区
西
野
中
宅
地
分

譲
）
に
お
い
て
、
十
九
年
度
ま
で
は
一
般
会

計
で
取
り
扱
っ
て
き
た
の
を
、
基
金
条
令
を

作
り
基
金
を
積
み
立
て
し
、
分
譲
分
を
償
還

に
充
て
、
な
お
一
層
会
計
を
明
確
に
示
す
た

め
に
行
う
。
…
…
…
…
原
案
通
り
承
認
す
る�

�

◆
議
案
三
十
五
号�

　
町
道
の
認
定
に
つ
い
て�

　
　
　
　
（
町
道
一
五
六
、
一
五
七
号
線
）�

〔
説
明
〕�

　
県
道
松
岡
舟
橋
観
音
町
跨
線
橋
（
国
道
四

一
六
よ
り
観
音
町
町
道
に
通
じ
る
跨
線
橋
脇

に
設
け
ら
れ
た
町
道
）�

　
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案
通
り
承
認
す
る�

�

◆
そ
の
他
の
案
件�

一
　
簡
易
水
道
の
料
金
統
一
に
関
す
る
資
料

に
よ
る
説
明�

　
合
併
後
三
年
以
内
に
料
金
の
統
一
（
上
志

比
、
永
平
寺
地
区
）
を
、
当
初
の
計
画
通
り

行
い
、
平
成
二
十
一
年
四
月
に
新
料
金
の
運

用
開
始
を
始
め
る
た
め
の
、
料
金
試
算
十
五

案
の
説
明
。
（
試
算
は
一
般
家
庭
口
径
十
三

ミ
リ
）�

二
　
集
落
セ
ン
タ
ー
の
改
修
等
に
関
し
て
、

補
助
金
制
度
の
枠
の
拡
大
を
検
討
し
て
欲
し

い�　
高
齢
化
が
進
み
古
い
セ
ン
タ
ー
は
、
老
人

に
と
っ
て
使
い
づ
ら
い
事
も
あ
る
。
福
祉
の

観
点
か
ら
も
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。�

�

三
　
町
は
、
地
域
物
産
・
観
光
振
興
に
も
っ

と
力
を
入
れ
て
頂
き
た
い�

　
二
十
年
度
よ
り
地
域
資
源
活
性
化
事
業
（
町

単
独
）
や
行
政
側
か
ら
の
観
光
Ｐ
Ｒ
等
に
も

予
算
が
あ
り
ま
す
。
物
産
面
に
お
い
て
も
対

処
し
て
い
ま
す
。�

◆
議
案
第
三
十
号
　
町
高
齢
者
福
祉
基
金
条
例
の
変
更
に
つ
い
て
は
「
町
地

域
福
祉
基
金
」
と
し
て
名
称
変
更
を
行
い
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
認
め
る
と
し
た
。�

�

◆
議
案
第
三
十
一
号
　
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

は
、
こ
の
間
行
わ
れ
て
き
た
介
護
保
険
料
の
改
定
や
年
金
控
除
の
引
き
下
げ

な
ど
、
高
齢
者
中
心
の
増
税
に
対
し
、
一
気
に
負
担
増
と
な
る
こ
と
か
ら
、

負
担
緩
和
措
置
を
一
年
延
長
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
認
め
る
と
し
た
。�

�

◆
議
案
第
三
十
四
号
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
の
変
更
の
件
で

は
、
「
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
を
」
行
う
条
項
の
加
筆
で
、
「
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
委
員
会
で
は
保

留
者
が
い
る
も
の
の
、
認
め
る
と
し
た
。�

�

　
そ
の
他
で
は
、
イ
、
認
証
子
ど
も
園
と
は
ど
う
い
う
も
の
。
ロ
、
子
ど
も

携
帯
電
話
保
有
と
、
被
害
の
有
無
状
況
。
ハ
、
中
国
の
毒
入
り
冷
凍
食
品
事

件
以
降
の
学
校
給
食
で
の
対
応
。
ニ
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
、

国
民
健
康
保
険
の
関
係
、
特
に
保
険
料
の
徴
収
の
関
係
が
分
か
り
づ
ら
い
。

ホ
、
学
校
の
耐
震
化
の
各
種
様
式
に
つ
い
て
、
で
き
れ
ば
議
会
と
し
て
視
察

を
行
い
、
確
認
し
て
き
た
い
と
、
視
察
研
修
実
施
を
求
め
る
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。�



10号 永平寺町議会だより　(14)

第
二
回
定
例
会
に
お
い
て
、
十
八

名
の
議
員
が
町
政
全
般
に
つ
い
て
、

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
質
疑

と
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

一
般
質
問
は
議
事
録
に
も
と
づ
き

質
問
議
員
が
ま
と
め
て
い
ま
す
。�

小
　
畑
　
　
　
伝�



(15)　永平寺町議会だより 10号

河
　
合
　
永
　
充�



10号 永平寺町議会だより　(16)

宮
　
塚
　
幹
　
雄�



(17)　永平寺町議会だより 10号

坂
　
本
　
伊
三
栄�



10号 永平寺町議会だより　(18)

上
　
坂
　
久
　
則�

PFI



(19)　永平寺町議会だより 10号

原
　
田
　
武
　
紀�



10号 永平寺町議会だより　(20)

竹
　
澤
　
一
　
敏�

斉
　
藤
　
則
　
男�



(21)　永平寺町議会だより 10号

長
谷
川
　
茂
　
雄�



10号 永平寺町議会だより　(22)

渡
　
辺
　
　
　
勇�



(23)　永平寺町議会だより 10号

松
　
川
　
正
　
樹�



10号 永平寺町議会だより　(24)

金
　
元
　
直
　
栄�



(25)　永平寺町議会だより 10号

南
　
保
　
秀
　
樹�



10号 永平寺町議会だより　(26)

酒
　
井
　
　
　
要�



(27)　永平寺町議会だより 10号

松
　
倉
　
寛
　
治�

伊
　
藤
　
博
　
夫�



10号 永平寺町議会だより　(28)

小
　
玉
　
益
　
雄�



(29)　永平寺町議会だより 10号

滝
　
波
　
登
喜
男�



10号 永平寺町議会だより　(30)



(31)　永平寺町議会だより 10号



10号 永平寺町議会だより　(32)

　町では、上志比地区の温泉活用を、19年度PFI方式による
可能性調査を進めてきました。�
　議会では、重要課題と位置づけ、これまでの勉強会に加え、
２月20日に兵庫県養父市「とがやま温泉PFI事業」が成果を
上げているとのことで、視察研修を行い現場担当者から事業
の経過や、取り組みでの苦労などの説明を受けました。�
　養父市では、特に「行政がなぜ温泉施設運営を行わなけれ
ばならないのか？」の論議に時間をかけ、維持管理、業務運
営を安定的に行うことを第一とした事。�
　導入に当たっての留意点として（リスク分担、評価、業務
要求、コスト評価、モニタリング・VFM評価、債務負担、コ
ンサルタント選定、事業者選定、等々）詳しい説明を受け、
大いに参考になりました。�

　永平寺町と同じように、合併により養父市（人口28,000
名）となり、同郡４町の消防署、消防団も合併、再編を行
っている。�
　現在は50分団1,319名の団員数であり、特筆すべきは50
名以上の役場職員が団員として活躍していることである。

また、消防署も県下で広域化の検討行っていることである。�
　自主防災組織は、阪神淡路大震災後から形成され、現在は100％の組織率である。各地区独自の訓練や、
一斉訓練を行い、要支援者の台帳の活用と更新も行って活動している。永平寺町としても確立を早めて
いく必要がある。�

　
春
に
な
り
、

新
し
い
職
場
や

学
校
に
就
職
ま

た
は
入
学
さ
れ

た
方
も
た
く
さ

ん
お
ら
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。�

 

先
日
、
東
京
大
学
の
入
学
式
が
日

本
武
道
館
で
、
三
千
人
の
学
生
と
六

千
人
を
超
え
る
家
族
の
立
ち
合
い
の

も
と
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
式
の
祝

辞
で
、
安
藤
特
別
栄
誉
教
授
が
「
子

供
が
大
学
生
に
も
な
っ
た
ら
、
子
は

親
を
離
れ
、
親
は
子
離
れ
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
自
立
し
た
個
人
を
作

る
た
め
に
は
、
親
は
子
を
切
っ
て
ほ

し
い
。
本
当
の
親
子
関
係
を
つ
く
る

中
で
、
個
人
の
自
立
が
あ
る
と
考
え

る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も

な
話
で
あ
り
、
耳
の
痛
い
話
で
も
あ

り
ま
す
。�

　
春
は
い
ろ
ん
な
事
の
始
ま
り
の
時

期
で
す
。
私
ど
も
も
、
流
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
心
新
た
に
目
標
を
決
め
活

動
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滝
波
　
記
）�

編�集�
後�記�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員�

�

委 

員 

長
　
小
　
畑
　
　
　
伝�

�

副
委
員
長
　
河
　
合
　
永
　
充�

�

委
　
員
　
松
　
川
　
正
　
樹�

�

〃
　
　
原
　
田
　
武
　
紀�

�

〃
　
　
金
　
元
　
直
　
栄�

�

〃
　
　
斉
　
藤
　
則
　
男�

�

〃
　
　
滝
　
波
　
登
喜
男�

�

〃
　
　
坂
　
本
　
伊
三
栄�

�

〃
　
　
上
　
田
　
　
　
誠�
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